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令和 2年度 ク
゛
ルーフホーム らく～ね 事業報告

1.入居定員  7名 十サテライ ト2名 (合計9名 )

2.事業開始年月日  平成 26年 5月 1日 (県認可)

3.事業運営

平成 26年 5月 26日 入居開始。別紙のとおり事業を実施してきました。

現在、9名の入居t内 1名は入院中。

障がい者の方が暮らしを共にすることは相当なストレスもあるのではないかと考えて
います。

そのストレスをそれとなく逃がすにはレクリエション、コミユニケーションも方法だと考えます。身

体を動かしたり、笑ったり、話をすること、その相談、生活支援を行う職員
。世話人は大変な努力を

されていると思う。

○生活の充実を目指して計画を行いましたが、収束が難しい新型 (変異)コ ロナウイルスで行事は行う

ことができませんでした。

○消防避難訓練を令和 2年 10月 29日 に実施

コロナの影響で 1回実施3延参加者も当事者 6名、職員 2名の参加を得ました。

訓練内容は、総合訓練 (通報
。消火・避難)と して、午後 4時 10分に調理場から出火した想定で行い

ました。通報、避難訓練の声掛けを入居者、消火訓練にはコロナの影響で消防職員は来所できず消防

署から借用した水消火器 3本を使用して消火訓練を行いました。

○その他、来年度は何とかやれないものか、と希望的観測をもつ。昨年度は新型
コロナの影響で計画し

ていた行事全て中止。

4.職員構成

管理者 北方 政賞  (松阪工作所兼務)
サービス管理責任者兼生活支援員 奥山 友美 (3月 31日 退職)

後任は 4月 1日 付けでサービス管理責任者に 濱地 千恵美
生活支援員 (非常勤) 坂上 千恵子
世話人 (非常勤 宿直)

河門 章雄、前田 尚子、京條 喜久子、鎌倉 富美子
大久保 艶子、阪井 嘉代子、吉川 百合江

施設内の各担当者

・防火管理責任者

・苦情受付担当者

。苦情解決責任者

・虐待対応担当者

・苦1青解決第二者委員

奥山 友美 (3月 31日 退職)4月 1日 付け 濱地 千恵美

◎二重県福祉サービス運営適正化委員会

(二重県社会福祉協議会内)
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令和 2年度 相談支援事業所「ふれんど」 事業報告

1.事業開始年月日  平成 27年 6月 1日 開設

2.平成 24年 4月 から、障害者総合支援法に基づく「計画相談」及び児童福祉法に基づく
「障害児相談

支援」が開始され、すべての障がい児・者 (家族も含む)の相談を受けるよう相談支援事業所
「/Sぬれ

んど」を平成 27年 6月 に開設。

相談支援こそ福祉の原点だと思います。自分がやりたいからやるのではなく、相手
の立場に立って必

要なものを提供すること、必ずしも福祉サービスでは解決することができな
い内容であっても、地域

において活用できる資源を他の分野において
「発見」し、「活用」していくことが必要になってくる

と考えます。

令和 2年度は相談支援専門員の交代もありましたが当事者
。家族の特性にあわせたワンストップ相談

支援体制は変わらないと思います。

3.職員名簿
管理者        北方 政賞
相談支援専門員    古御門 誠
後任の相談支援専門員 村田 明子

業務補佐

相談室  1階和室
下出 恵子

4,実績
令和 2年度の契約登録数 (松阪市内 :50名

内訳 (年齢別)

内訳 (障がい 。病名別・児童別 )

(兼松阪工作所、ク
゛
たフ
°
ホームらく～ね)

(令和 2年 9月 30日 で退職)

(令和 2年 10月 1日 付け採用)

(令和 3年 4月 1日 付常勤採用)

(兼松阪工作所、ク
゛
ルーフ
・
ホームらく～ね)

市外 :3名 )合計53名 (保留 1名含むと54名 )

～18歳 19～ 29 30～ 39 40^V49 50～ 59 60～73 合計

男性 5 3 10 6 5 30

女性 2 2 3 7 3 23

精神 知的 身体 児童 合計

男性 17 5 3 5 30

女性 17 4 0 2 23
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